
指 定 数 量 ま た は 形 態 １０㎘以下 6000

１０倍以下 39000 19500 19500 9750 １０㎘を超え１０００㎘以下 11000

１０倍を超え５０倍以下 52000 26000 26000 13000 １０００㎘を超え２０００㎘以下 15000

５０倍を超え１００倍以下 66000 33000 33000 16500

１００倍を超え２００倍以下 77000 38500 38500 19250

２００倍を超えるもの 92000 46000 46000 23000 ６００ℓ以下 6000

１０倍以下 20000 10000 10000 5000 ６００ℓを超え１０㎘以下 11000

１０倍を超え５０倍以下 26000 13000 13000 6500 １０㎘を超え２０㎘以下 15000

５０倍を超え１００倍以下 39000 19500 19500 9750 ２０㎘を超え３０㎘以下 19400

１００倍を超え２００倍以下 52000 26000 26000 13000 ３０㎘を超え４０㎘以下 23800

２００倍を超えるもの 66000 33000 33000 16500 ４０㎘を超え５０㎘以下 28200

１００倍以下 20000 10000 10000 5000 ５０㎘を超え６０㎘以下 32600

１００倍を超え１００００倍以下 26000 13000 13000 6500 ６０㎘を超え７０㎘以下 37000

１００００倍を超えるもの 39000 19500 19500 9750 ７０㎘を超え８０㎘以下 41400

屋内タンク貯蔵所 26000 13000 13000 6500 ８０㎘を超え９０㎘以下 45800

１００倍以下 26000 13000 13000 6500 ９０㎘を超え１００㎘以下 50200

１００倍を超えるもの 39000 19500 19500 9750

簡易タンク貯蔵所 13000 6500 6500 3250

タンクコンテナ・レフューラー 39000 19500 19500 9750 水張検査 6000

上 記 以 外 26000 13000 13000 6500 ６００ℓ以下 6000

屋外貯蔵所 13000 6500 6500 3250 ６００ℓを超えるもの 11000

屋 外 給 油 取 扱 所 52000 26000 26000 13000 5400

屋 内 給 油 取 扱 所 66000 33000 33000 16500 5400

〔注１〕特定屋外タンク貯蔵所であっても，タンク本体，基礎，地盤の変更以外の変更許

設　許

仮貯蔵・仮取扱い承認

仮　 使　 用　 承　 認

設　完 変　許 変　完

　　　  可及び設置完成，変更完成検査の手数料は指定数量を基準として算定する
〔注２〕タンクコンテナ：積載式移動タンク貯蔵所　危政令15条2項
〔注３〕レフューラー　：給油タンク車　危政令15条3項
〔注４〕この表は平成２６年４月１日から適用する

２０００㎘を超えるもの

１００㎘を超えるもの
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水張検査

水圧検査

条
例
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ン
ク

水圧検査

 50200円に10㎘（10㎘に満た
ない端数を含む）増すごとに
4400円を加えた額

 15000円に1000㎘（1000㎘に
満たない端数を含む）増すごと
に4400円を加えた額

26000 13000 13000 6500

33000 16500 16500 8250

第 １ 種 販 売 取 扱 所

第 ２ 種 販 売 取 扱 所

製造所

一般取扱所

屋内貯蔵所

屋外タンク貯蔵所
（特定屋外タンク
貯蔵所を除く）

〔注１〕

地下タンク貯蔵所

移動タンク貯蔵所
〔注２〕〔注３〕

給油取扱所

販売取扱所


